
 

船舶インシデント調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 平成３１年１月１４日 １５時００分ごろ 

発生場所 長崎県松浦
まつうら

市黒
くろ

島南東方沖  

 貝瀬
か い せ

灯台から真方位２３１°１,６１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２７.２′ 東経１２９°４３.８′） 

インシデントの概要  プレジャーボートLittle
リ ト ル

 one
ワ ン

は、錨泊中、船外機が始動できなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年１月１７日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Little one、５トン未満（長さ６.７９ｍ） 

 ２９０－３７４１６佐賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

インシデントの経過等  本船は、船長が１人で乗り組み、親族１人を乗せ、錨泊しての釣り

を終え、帰港しようとしたところ、船外機が始動できず、船長が、バ

ッテリの接続を切り換えるなどして始動を試みたものの始動できなか

ったので、海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視艇にえい
．．

航され

て松浦市阿
あ

翁
おう

浦
うら

漁港に入港した。 

本船は、修理業者が点検したところ、バッテリが過放電しているこ

とが判明し、復旧して係留地に帰港した。 

 

船長は、本船を約９年前に中古で購入し、設置されていた完全密閉

型のバッテリを使用し続けていた。 

分析  本船は、黒島南東方沖で錨泊中、バッテリが過放電したことから、

船外機が始動できなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

バッテリは、約９年以上使用されていたことから、経年劣化によっ

てバッテリの蓄電容量が低下していたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、黒島南東方沖で錨泊中、バッテリが過

放電したため、船外機が始動できなくなったことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・バッテリは、出航前に点検するとともに、耐用年数を考慮して早



 

期に交換すること。 

 


